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病 院 局 管 理 規 程

鳥取県病院局組織規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第１号

鳥取県病院局組織規程の一部を改正する規程

鳥取県病院局組織規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（病院の内部組織の設置） （病院の内部組織の設置）

第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の 第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の

第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事 第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事

務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、 務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、

室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内 室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内

科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第 科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第

４欄に掲げる室を置く。 ４欄に掲げる室を置く。

鳥取県立中央 略 鳥取県立中央 略

病院 事務局 新病院建設推進室 病院 事務局

総務課 総務課

略 略

略 略

鳥取県立厚生 医療局 略 鳥取県立厚生 医療局 略

病院 放射線科 病院 放射線科

病理診断科

麻酔科 麻酔科

検査科

略 略

略 略

（病院の所掌事務） （病院の所掌事務）

第６条 病院の所掌事務は、次のとおりとする。 第６条 病院の所掌事務は、次のとおりとする。

略 略

事務局 新病院建設 中央病院の建設に関するこ 事務局

推進室 と。

総務課 １ 病院の事務の総合調整に 総務課 １ 病院の事務の総合調整に

関すること。 関すること。

２ 公印及び文書（他の所掌 ２ 公印及び文書（他の所掌

に属するものを除く。）の に属するものを除く。）の

管理に関すること。 管理に関すること。
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３ 病院の職員の人事及び労 ３ 病院の職員の人事及び労

務に関すること。 務に関すること。

４ 病院の職員の給与、勤務 ４ 病院の職員の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関 時間その他の勤務条件に関

すること。 すること。

５ 病院の職員の研修に関す ５ 病院の職員の研修に関す

ること。 ること。

６ 病院の職員の衛生管理及 ６ 病院の職員の衛生管理及

び厚生福利に関すること。 び厚生福利に関すること。

７ 法令による申請、報告及 ７ 法令による申請、報告及

び諸届に関すること（他の び諸届に関すること（他の

所掌に属するものを除 所掌に属するものを除

く。）。 く。）。

８ 資産（器械及び備品を除 ８ 資産（器械及び備品を除

く。）の取得、管理及び処 く。）の取得、管理及び処

分に関すること。 分に関すること。

９ 施設の管理及び保全に関 ９ 施設の管理及び保全に関

すること。 すること。

10 施設の営繕に関するこ 10 施設の営繕に関するこ

と。 と。

11 他の所掌に属しないこ 11 他の所掌に属しないこ

と。 と。

略 略

略 略

（職制） （職制）

第７条 略 第７条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合に ５ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合に

その職務を代行させるため、必要があると認めると その職務を代行させるため、必要があると認めると

きは、病院に副院長を、医療局、医療技術局及び事 きは、病院に副院長を、医療局、医療技術局及び事

務局に副局長を、看護局に副局長及び看護師長を、 務局に副局長を、看護局に副局長及び看護師長を、

薬剤部に副部長を、医療安全対策室、感染防止対策 薬剤部に副部長を、医療安全対策室、感染防止対策

室、医療安全・感染防止対策室、医療情報管理室、 室、医療安全・感染防止対策室、医療情報管理室、

女性職員支援室、血液浄化室、中央放射線室、中央 女性職員支援室、血液浄化室、中央放射線室、中央

検査室、リハビリテーション室、臨床工学室、栄養 検査室、リハビリテーション室、臨床工学室、栄養

管理室、中央滅菌材料室、新生児集中治療室及びが 管理室、中央滅菌材料室、新生児集中治療室及びが

ん相談支援室に副室長を、新病院建設推進室に室長 ん相談支援室に副室長を、救命救急センター、ハイ

補佐を、救命救急センター、ハイケアセンター、周 ケアセンター、周産期母子センター、中央手術セン

産期母子センター、中央手術センター、地域連携セ ター、地域連携センター、臨床研修センター及び糖

ンター、臨床研修センター及び糖尿病教育センター 尿病教育センターに副センター長を置くことができ

に副センター長を置くことができる。 る。

６・７ 略 ６・７ 略

附 則
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この規程は、平成26年４月１日から施行する。
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鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第２号

鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程

鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

院長、理事監、副院長、局長、副局長、部長、セ 院長、理事監、副院長、局長、副局長、部長、セ

ンター長、副センター長、医長、副医長、看護師 ンター長、副センター長、医長、副医長、看護師

長、副部長、室長、副室長、室長補佐、副看護師 長、副部長、室長、副室長、副看護師長、臨床検査

長、臨床検査主任、薬剤主任、臨床心理主任、理学 主任、薬剤主任、臨床心理主任、理学療法主任、作

療法主任、作業療法主任、言語聴覚主任、視能訓練 業療法主任、言語聴覚主任、視能訓練主任、臨床工

主任、臨床工学主任、看護主任、管理栄養主任、歯 学主任、看護主任、管理栄養主任、歯科衛生主任、

科衛生主任、診療放射線主任、課長、参事、課長補 診療放射線主任、課長、参事、課長補佐、主幹、係

佐、主幹、係長、副主幹、機械技師、電気技師、臨 長、副主幹、機械技師、電気技師、臨床検査技師、

床検査技師、医師、歯科医師、薬剤師、臨床心理 医師、歯科医師、薬剤師、臨床心理士、理学療法

士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓 士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工

練士、臨床工学技士、看護師、准看護師、助産師、 学技士、看護師、准看護師、助産師、管理栄養士、

管理栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、主事、 歯科衛生士、診療放射線技師、主事、医療ソーシャ

医療ソーシャルワーカー、診療情報管理士、企業出 ルワーカー、診療情報管理士、企業出納員、現金取

納員、現金取扱員、運行管理主任、物流管理主任、 扱員、運行管理主任、物流管理主任、メッセンジャ

メッセンジャー長、ボイラ技士長、調理師長、副調 ー長、ボイラ技士長、調理師長、副調理師長、現業

理師長、現業主事、自動車整備士、運転士、交換 主事、自動車整備士、運転士、交換手、ボイラ技

手、ボイラ技士、調理師、調理員及び医療助手 士、調理師、調理員及び医療助手

附 則

この規程は、平成26年４月１日から施行する。
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鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第３号

鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

第１条 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第７号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第３条、第４条関係） 別表第４（第３条、第４条関係）

行政職給料表級別職務分類表 行政職給料表級別職務分類表

職務の級 職務 職務の級 職務

略 略

４級 １～３ ４級 １～３ 略

４ 室長補佐の職務

５ 略 ４ 略

５級 １～３ 略 ５級 １～３ 略

４ 困難な業務を処理する室長補佐の職

務

５ 略 ４ 略

６級 １・２ 略 ６級 １・２ 略

３ 室長の職務

４ 略 ３ 略

略 略

別表第７（第７条、第20条関係） 別表第７（第７条、第20条関係）

職 区分 職 区分

略 略

局長 ３種 局長 ３種

課長（局総務課の課長に限る。） 課長（局総務課の課長に限る。）

部長（薬剤部長に限る。） 部長（薬剤部長に限る。）

副局長（医療局の副局長を除く。） 副局長（医療局の副局長を除く。）

センター長（中央手術センター長又は地 センター長（中央手術センター長又は地

域連携センター長に限る。） 域連携センター長に限る。）

室長（新病院建設推進室長に限る。）

副室長（医療安全対策室及び医療安全・ 副室長（医療安全対策室及び医療安全・

感染防止対策室の副室長に限る。） 感染防止対策室の副室長に限る。）

参事（管理者が必要と認めた者に限

る。）

室長（中央放射線室長、中央検査室長、 ４種 室長（中央放射線室長、中央検査室長、 ４種

平成26年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第46号
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リハビリテーション室長、臨床工学室長 リハビリテーション室長、臨床工学室長

及び栄養管理室長に限る。） 及び栄養管理室長に限る。）

参事

第２条 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。

別表第８を次のように改める。

別表第８（第７条関係）

管理職手当月額

給料表 職務 区分 病院以外の職員 病院の職員

の級 再任用職員以外の 再任用職員以外の
再任用職員 再任用職員

職員 職員

行政職 ８級 ２種 90,600円 76,900円 81,600円 69,200円

給料表 ７級 ２種 85,300円 70,300円 76,800円 63,200円

３種 68,300円 56,200円 64,100円 49,500円

６級 ３種 64,100円 49,500円 56,100円 43,400円

４種 56,100円 43,400円 48,100円 37,100円

医療職 ４級 １種 135,500円 114,000円 135,500円 114,000円

給料表 ２種 108,300円 91,200円 108,300円 91,200円

(１) ３種 86,700円 73,000円 86,700円 73,000円

３級 ２種 101,200円 76,900円 101,200円 76,900円

３種 80,900円 61,500円 80,900円 61,500円

医療職 ７級 ２種 84,400円 71,900円 76,000円 64,800円

給料表 ３種 67,600円 57,600円 64,100円 50,800円

(２) ６級 ３種 64,100円 50,800円 56,100円 44,400円

４種 56,100円 44,400円 48,100円 38,100円

医療職 ７級 ２種 85,100円 73,100円 76,600円 65,800円

給料表 ３種 68,200円 58,500円 59,600円 51,200円

(３) ６級 ３種 66,800円 51,300円 58,500円 44,900円

４種 58,500円 44,900円 50,100円 38,500円

附 則

この規程は、平成26年４月１日から施行する。
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鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第４号

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する規程

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 略 第１条 略

（長期入院診療料を徴収する入院）

第２条 条例別表第１の８の表の企業管理規程で定め

る長期の入院は、平成18年厚生労働省告示第495号

（厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養）第

２条第７号に規定する入院とする。

（病院に勤務しない医師等の利用に係る使用料の額）

第３条 条例第５条第３項第１号に規定する使用料の

額は、同条第２項第１号及び第２号に掲げる額の８

割に相当する額とする。

（災害補償等の対象となる利用に係る使用料の額） （療養の給付等及びその使用料の額）

第４条 条例第５条第３項第２号の企業管理規程で定 第２条 条例第５条第２項ただし書の療養の給付等で

める給付又は支払の対象となる利用は、次の表の左 企業管理規程で定めるものは、次の表の左欄に掲げ

欄に掲げる療養の給付等に係る利用とし、当該利用 る療養の給付等とし、当該療養の給付等に係る同項

に係る使用料の額は、同表の右欄に定める額とす ただし書の企業管理規程で定める額は、同表の右欄

る。 に定める額とする。

略 略

（短期入所の利用に係る使用料の額） （課税療養等に係る使用料の額）

第５条 条例第５条第３項第３号に規定する使用料の 第３条 条例第５条第２項ただし書に規定する課税療

額は、１月につき、障害者の日常生活及び社会生活 養等に係る同項ただし書の企業管理規定で定める額

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 は、同項に規定する療養費算定額に100分の105を乗

123号）第29条第３項第１号に掲げる額（食事の提 じて得た額とする。

供等をしたときは、その額に食事の提供等に係る実

費等を基準として病院長が別に定める額を加算した

額）とする。

（長期入院診療料を徴収する入院）
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平成26年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第46号

第４条 条例別表第１の８に規定する企業管理規程で

定める長期の入院は、平成18年厚生労働省告示第495

号（厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養）

第２条第７号に規定する入院とする。

（診療材料、装用器具、電気器具等に係る使用料の （診療材料、装用器具、電気器具等に係る使用料の

額） 額）

第６条 条例第５条第３項第４号に規定する使用料の 第５条 条例第５条第３項の使用料の額は、それぞれ

額は、それぞれ材料、器具等の購入価格、利用に係 材料、器具等の購入価格、利用に係る実費等を基準

る実費等を基準として病院長が別に定める。 として病院長が別に定める。

（病院における使用料又は手数料の減免） （病院における使用料又は手数料の減免）

第７条 略 第６条 略

附 則

この規程は、平成26年４月１日から施行する。
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平成26年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第46号

鳥取県立中央病院院内保育所設置運営規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第５号

鳥取県立中央病院院内保育所設置運営規程の一部を改正する規程

鳥取県立中央病院院内保育所設置運営規程（平成24年鳥取県病院局管理規程第４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定員） （定員）

第４条 院内保育所の定員は、病児病後児保育以外の 第４条 院内保育所の定員は、病児病後児保育以外の

保育にあっては50名と、病児病後児保育にあっては 保育にあっては20名と、病児病後児保育にあっては

４名とする。 ４名とする。

附 則

この規程は、平成26年４月１日から施行する。




